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0第 ２２ 回 庁 議 要 旨 

 

                                                               日 時：平成２３年１１月２２日（火） 

                                                 午前１０時 

会 場：庁議室 

 

[審議事項] 

１ 石巻地区広域行政事務組合規約の変更について（総務部総務課） 

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律が公布、一部施行され、こ

の中で一部事務組合が行う災害復旧事業の事業費の補助を受ける場合は、組織する地方公共団体の

分担について定めておく必要があることから、石巻地区広域行政事務組合の規約の一部を変更する

もの。 

(1) 主な内容 

・石巻地区広域行政事務組合負担金条例に規定する、組合の運営等に要する経費の負担割合等を

規約に加えるとともに、東日本大震災に伴う災害復旧事業の事業費の負担割合等を加える。 

負担金の種類 負担すべき割合又は負担すべき市町 

総務負担金 人口割合 

し尿処理施設負担金 前年度における組織市町のし尿処理施設を利用した割合 

ごみ焼却施設負担金 前年度における組織市町のごみ焼却施設を利用した割合 

老人ホーム負担金 ６５歳以上の人口割合 

消防負担金 
地方交付税法の規定に基づく「消防費」に係る基準財政需要額の常備

消防費の割合 

介護保険負担金 ６５歳以上の人口割合 

財政平準化負担金 繰替運用を適用した市町 

※災害復旧事業に係る負担金については、老人ホーム負担金及び財政標準化負担金を除く各負担金に

含まれる。 

(2) 今後の予定等 

・平成２３年第 4回石巻市議会定例会に規約変更を提案 

・東松島市、女川町を含む組織市町の議決後、石巻地区広域行政事務組合において宮城県知事に

規約変更の届出 

・平成 24年 1月 1日施行予定 

 

２ 相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱い変更に伴う市県民税等に

係る返還金の取り扱いについて（生活環境部税務課） 

相続又は贈与等に係る保険年金（遺族が年金形式で受け取る生命保険金）で、相続税の課税対象

となった分について所得税の課税対象とならないとする最高裁判決が示されたことに伴い、平成 23

年度税制改正において特別な還付措置が講じられたことから、市県民税及び国民健康保険税につい

ても、所得税の取り扱いと同様に税制上の還付と合わせた 10年分を返還するもの。 

(1) 主な内容 

・返還対象税目  市県民税、国民健康保険税 

・返還対象年度  平成 13 年度～平成 18年度 
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・返還金   還付金相当額及び年 5％の利息相当額 

(2) 今後の予定 

 ・市民税等返還金支払要綱を制定し、平成 24年 1月頃個人への通知を予定 

  

３ 平成 24年度保育所保育料の改定について（福祉部子育て支援課） 

本市の保育料については、市町村合併時の格差を平成 24年度に統一することとしており、その変

動幅を緩やかにするため、平成 18、20、22、24 年度の 4 段階で改正することとしていたことから、

保育料を統一するが、一部増額となる対象地域については被災保育所入所世帯への影響を考慮し、

特例措置を講じるもの。 

(1) 主な内容 

・統一保育料基準額上において、実質値上げとなる階層、年齢区分の保育料額については、平成

23年度の保育料額とする（増額部分の据え置き）。 

・統一保育料基準額表において、実質値下げとなる階層、年齢区分の保育料については、統一保

育料額とする（減額部分の適用）。 

(2) 今後の予定 

・石巻市保育所条例施行規則の改正 

 

４ 石巻市借上市営住宅制度の創設（建設部基盤整備課） 

東日本大震災により住宅を失われた市民への住宅供給が、復興に当たっての最優先課題となって

いるが、公共供給のみでは早期供給が難しいことから地域優良賃貸住宅制度を活用し、民間事業所

に対し建設費補助及び 20年間の借上げを実施する。 

(1) 主な内容  

ア 対象事業者 

土地の集権又は建物所有を目的とする地上権、賃借権を有する方 

イ 補助対象 

共同施設等整備費、加齢対応構造等整備費、調査設計計画比（高齢者等生活支援施設を併設

する場合に限る）の 5分の 4以内 

ウ 募集対象 

600戸（石巻市災害復興住宅供給計画の 1 次計画分） 

(2) 今後の予定 

・平成 23年 11月 22 日 石巻市借上市営住宅制度要綱施行予定 

・平成 23年 11月 22 日 石巻市借上市営住宅制度取扱要領施行予定 

 

５ 町の区域をあらたに画することについて（建設部都市計画課） 

石巻市蛇田西部土地区画整理事業の施行に伴い、石巻市蛇田西部町界町名検討委員会で新町名の

募集が決定され、公募の結果、新たな町名として「茜平（あかねだいら）」に決定したもの。 

(1) 主な内容 

蛇田西部土地区画整理事業区域内にある石巻市蛇田字福村南、同字五軒屋敷、同字五軒屋敷前、

同字新金沼、同字菰継の一部の区域を石巻市茜平一丁目から五丁目の町の区域を新たに画する。 

(2) 今後の予定 

平成 23年石巻市議会第 4回定例会に議案提案 

 

６ 石巻市河南室内プールの指定管理者について（教育委員会遊楽館） 

石巻市河南室内プールの指定管理について、平成 22年度から 5年間指定管理を行う予定であった

市内事業所が、本年 3 月の東日本大震災による甚大な被害を受けたことにより廃業したため、公募

型プロポーザル方式により新たな指定管理者を募集した結果、新たな指定管理者を選定し、平成 24

年 4月 1日から指定管理を行うとするもの。 
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(1)  主な内容 

・選定方法  公募型プロポーザル方式を採用し、選定委員 6 名による採点方式による第 1 順位

の事業所を候補者に選定 

・選定候補者 石巻市体育協会・ミズノグループ 

・指定管理の期間 平成 24 年 4 月 1日～平成 29年 3月 31日 

(2)  今後の予定 

 ・平成２３年石巻市議会第４回定例会に指定管理者の指定を提案 

 

７ 石巻市大指林業者生活改善センターの指定管理者の指定について（北上総合支所） 

大指林業者生活改善センターは、地元住民団体への無償譲渡に向けて協議中であったことから、

平成 23年度 1年間の指定管理を行っていたが、東日本大震災により無償譲渡の協議が中断し、地元

住民団体の受け入れ環境が変わったことから無償譲渡について当面白紙とし、期間満了を迎える当

該施設を引き続き地元住民団体に指定管理者として指定するもの。 

(1)  主な内容 

・指定管理者 大指契約会 

・指定管理の期間 平成 24 年 4 月 1日～平成 28年 3月 31日 

 

(2)  今後の予定 

・平成 23年石巻市議会第 4回定例会に指定管理者の指定を提案 

・地元住民団体への無償譲渡協議を再開する 

 

[報告事項] 

１ 競争入札参加資格等の有効期間の 1 年延長について（総務部管財課） 

本市の競争入札参加手続等において、東日本大震災の発生に伴い、申請者の負担軽減と登録事務

の効率化を図るため、現行の競争入札参加資格承認期間を 1年間延長するもの。 

(1) 主な内容 

・平成２２・２３年度の本市建設工事並びに建設工事に係る調査、設計及び測量業務の競争入札

参加資格承認簿に登録された者、平成２３・２４年度の本市物品購入、役務提供の競争入札参加

資格承認簿に登録された者及び平成２３・２４年度の小規模契約希望者登録名簿に登録された者

について、建設工事並びに建設工事に係る調査、設計及び測量業務においては平成２４年度末ま

で、物品購入、役務提供、小規模契約希望者においては平成２５年度末まで、それぞれ１年間延

長する。 

 

・ 改正する規則・要綱 

     ア  石巻市契約規則（平成１７年石巻市規則第５７号） 

     イ  石巻市建設工事等執行規則（平成１７年石巻市規則第２００号） 

ウ  石巻市小規模契約希望者登録要綱（平成１７年石巻市告示第１９３号） 

・1年間延長することに伴い、新規登録希望者については補充受付で対応する。 

(2) 今後の予定 

・周知については、市ホームページに掲載するとともに、市内事業者については電子メール及び

ＦＡＸ等による周知する。 

 

２ 石巻市太陽光発電普及促進事業補助金交付要綱の一部改正について（生活環境部環境課） 

石巻市太陽光発電普及促進事業補助金については、震災関係行頭への対応のため平成 23年度の交

付事業を実施できないでいたが、平成 24年 1月 10日から申請の受付を開始することとした。 

なお、補助単価、上限額については国・県の補助金の引き下げ状況に合わせて減額する。 
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(1) 主な内容 

・１ｋＷ当たりの補助単価  現行 35,000円→改正後 25,000円 

・１申請者当たり交付上限額 現行  個人住宅：125,000円、事業所：500,000円 

              改正後 個人住宅：100,000円、事業所：400,000円 

・対象システム       現行  平成 21 年 4 月 1 日以降設置したもの 

              改正後 平成 23 年 4 月 1 日以降設置したもの 

・市税完納証明書の追加 

(2) 今後の予定 

・平成 24 年 1 月 10 日から募集 

・12 月中旪から市ホームページに掲載するとともに市報 1 月号で周知する 

 

３ 「東日本大震災による倒壊家屋・事務所棟解体撤去に係る取扱い」の一部変更について 

（生活環境部災害廃棄物対策課） 

  － 再検討のうえ審議 － 

 

４ 災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」の申請受付の終期設定について（建設部建築指導課） 

災害救助法では、「自治体自らが実施する現物支給」という基本原則の下で住宅の応急修理を行う

こととされており、それに基づき平成 23 年 4 月 18 日以降「住宅の応急修理制度」の申請を受け付

けてきたが、その終期の設定を平成 24 年 1 月 31 日を目標としたい。 

(1) 主な内容 

・受付終了目標 平成 24 年 1 月 31 日 

・ただし、年度内に終わる見込みがないことから国に対し現状を説明し、期限延長を求めること

とし、市民に対し早急に申請するよう求める周知を行うこととする。 

 

５ 石巻市立病院建設調整会議の設置について（市立病院） 

石巻市立病院の再建に関し必要な事項を、検討及び調整するための庁内調整会議を設置し、市立

病院の早期建設を目指すもの。 

(1) 主な内容 

・石巻市立病院建設調整会議要綱を制定 

・委員構成 

財政課長、管財課長、防災対策課長、総合政策課長、環境課長、健康推進課長、福祉総務課

長、商工観光課長、都市計画課長、道路課長、建築課長、復興対策室次長、教育総務課長 

 

６ 市有地の売り払いについて（河北総合支所） 

河北・北上地区においては農業用倉庫が分散しており、さらに東日本大震災による被害を受け、

農業倉庫の収容能力が大きく低下していることから、ＪＡいしのまきでは新たな農業倉庫が必要と

なっており、河北カントリーエレベーターの隣接市有地について払い下げ要望書が提出された。 

協議の結果、隣接するカントリーエレベーターとの一体管理による効率的な農業基幹施設の運用、

さらには地域農業振興がはかられることから払い下げを行うもの。 

(1) 主な内容 

ア 所 在 地 石巻市小船越字後２２３番３ 

イ 面  積 雑種地 ８，７２０㎡ 

ウ 価  格 ２２，６７２，０００円（＠２，６００円） 

※平成２３年１０月２１日、石巻市公有財産価格審査委員会で売却価格決定 

エ 相手方 石巻市中里五丁目 1 番 12 号 いしのまき農業協同組合代表理事組合長 石川 壽一 

ウ 仮契約予定年月日 平成２３年１１月２２日 

(2) 今後の予定 
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・平成 23年石巻市議会第 4回定例会に議案提案 

・売却後の施設供用開始予定は平成 24年 9月頃を目標 

 

７ 周辺より放射線量の高い箇所への対応方針（総務部防災対策課） 

東京電力福島第一発電所の事故の放射線物質による環境汚染に対し、本市においては 6月から小・

中学校、幼稚園、保育所等及び駅前広場において毎日測定を実施し、現在までのところ基準値を上

回る数値は確認されていないが、他市等において放射線量の高い箇所（いわゆるミニホットスポッ

ト）が確認されていることから、対応方針を定めるもの。 

(1) 主な内容 

 ア 測定場所 市内小・中学校、市立幼稚園及び保育所、私立幼稚園及び保育所等市内 120か所 

 イ 測定方法 共通測定地点のほか、雨水が集中する個所や樹木の周りなど 

 ウ 除染の基準 

国のガイドラインにおいては地表1メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時１マイクロシ

ーベルト以上の場合に除染するとしているが、本市においては地表から 50 ㎝の高さの空間線量

率が周辺より毎時 1マイクロシーベルトを超えた場合に除染することとする。 

 エ 除染方法 ガイドラインに準拠した方法で実施する 

(2) その他 

・平成 23年 11月から実施 

・測定結果等はホームページ、市報等により随時公表する 

・文部科学省により航空機モニタリング調査により、牡鹿半島コバルトライン付近の山林から毎

時 0.23 マイクロシーベルトを上回る放射線量が計測されていることから、この地域を放射性物

質汚染対策特措法に基づく「汚染状況重点調査地域」に指定し、重点的に調査測定する予定 

  

[その他] 

１ 災害対策本部について（総務部長） 

次回の災害対策本部は 12月 1日とし、以降月 1回の開催とする。 

被害調査は毎月実施することとしており、様式を変更するので詳細報告をお願いしたい。 

 

 

 

以上 


